
令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 

総 務 部 総 務 課 

 

江東区事務手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、マンショ

ンの建替え等の円滑化に関する法律及びマンションの管理の適正化の推進に関する

法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

(1)  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３

５年法律第１４５号）の改正に伴い、薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認

事項の一部変更の承認申請に係る引用条項について規定を整備する。（別表第４関

係） 

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）の改

正に伴い、老朽化が進んだマンションの建替えにより新たに建築又は更新される

マンションの容積率の特例許可申請に、高さ制限の特例を追加するとともに引用

条項について規定を整備する。（別表第６関係） 

(3) マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）

の改正に伴い、マンションの管理に関する計画の認定申請等に係る引用条項につ

いて規定を整備する。（別表第６関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日。ただし、(1)については令和８年５月１日から、(2)については令和８
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年４月１日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

  ３ページから５ページまでのとおり 
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略） 

別表第４ 保健所関係手数料（第６条関係） 別表第４ 保健所関係手数料（第６条関係） 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

（略） 

７１  医薬品

医 療 機 器 等

法 第 １ ４ 条

第 １ ５ 項 の

規 定 に 基 づ

く 薬 局 製 造

販 売 医 薬 品

の 製 造 販 売

に 係 る 承 認

事 項 の 一 部

変 更 の 承 認

申 請 に 対 す

る審査 

（略） 

（略） 
 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

（略） 

７１ 医薬品

医療機器等

法第１４条

第１３項の

規定に基づ

く薬局製造

販売医薬品

の製造販売

に係る承認

事項の一部

変更の承認

申請に対す

る審査 

（略） 

（略） 
 

別表第５ （略） 別表第５ （略） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務に

係る手数料を除く。）（第６条関係） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務に

係る手数料を除く。）（第６条関係） 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

（略） 

８８  マンシ

ョ ン の 建 替

え 等 の 円 滑

化 に 関 す る

法律（平成１

４ 年 法 律 第

７８号）第１

要除却

認定マ

ンショ

ンの建

替えに

より新

たに建

（略） 

 

 

 

 

 

 

（ 略

） 

 

 

 

 

 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

（略） 

８８ マンシ

ョンの再生

等の円滑化

に関する法

律（平成１

４年法律第

７８号）第

要除却

等認定

マンシ

ョンの

建替え

により

新たに

（略） 

 

 

 

 

 

 

（ 略

） 
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０ ５ 条 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 建 築

物 の 容 積 率

に 関 す る 特

例 の 許 可 の

申 請 に 対 す

る審査 

 

 

築され

るマン

ション

の容積

率の特

例許可

申請手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８９  マンシ

ョ ン の 管 理

の 適 正 化 の

推 進 に 関 す

る法律（平成

１ ２ 年 法 律

第１４９号）

第 ５ 条 の ４

の 規 定 に 基

づ く 管 理 計

画 の 認 定 の

申 請 に 対 す

る審査 

 

（略） 

 

 

９０  マンシ

ョ ン の 管 理

の 適 正 化 の

推 進 に 関 す

る 法 律 第 ５

条 の ６ 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 管 理

１６３条の

５９第１項

の規定に基

づく建築物

の容積率又

は各部分の

高さに関す

る特例の許

可の申請に

対する審査 

建築さ

れるマ

ンショ

ン又は

要除却

等認定

マンシ

ョンの

更新が

される

マンシ

ョンの

容積率

又は各

部分の

高さの

特例許

可申請

手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８９ マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律（平

成１２年法

律第１４９

号）第５条

の１４の規

定に基づく

管理計画の

認定の申請

に対する審

査 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９０ マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律第５

条の１６第

１項の規定

に基づく管
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計 画 の 認 定

の 更 新 の 申

請 に 対 す る

審査 

９１  マンシ

ョ ン の 管 理

の 適 正 化 の

推 進 に 関 す

る法律（以下

こ の 項 に お

いて「法」と

いう。）第５

条 の ７ 第 １

項 の 規 定 に

基 づ く 管 理

計 画 の 変 更

の 認 定 の 申

請 に 対 す る

審査 

マンシ

ョン管

理計画

変更認

定申請

手数料 

１件につき、次に掲

げる額を合算した額

１ 法第５条の７第

２項において準用

する法第５条の４

に基づく管理計画

の認定の基準（以

下「変更に係る認

定基準」という。)

のうち管理組合の

運営の基準に係る

事項 ４，８００

円 

２～７ （略） 

（略） 
 

理計画の認

定の更新の

申請に対す

る審査 

 

 

９１ マンシ

ョンの管理

の適正化の

推進に関す

る法律（以

下この項に

おいて「法」

という。）第

５条の１７

第１項の規

定に基づく

管理計画の

変更の認定

の申請に対

する審査 

マンシ

ョン管

理計画

変更認

定申請

手数料 

１件につき、次に掲

げる額を合算した額 

１ 法第５条の１７

第２項において準

用する法第５条の

１４に基づく管理

計画の認定の基準

(以下「変更に係る

認 定 基 準 」 と い

う。)のうち管理組

合の運営の基準に

係る事項 ４，８

００円 

２～７ （略） 

（略） 
 

別表第７～別表第９ （略） 別表第７～別表第９ （略） 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

 (1) 別表第６の８８の項の改正規定 令和８

年４月１日 

(2) 別表第４の改正規定 令和８年５月１日 
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